
平成２０年度決算に基づく新印西市（平成２２年３月２３日合併） 
の健全化判断比率等について 

 
 平成２２年３月２３日に印西市と旧印旛村、旧本埜村が合併し、新印西市が誕生しまし

たので、地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号。以下、「健

全化法」という。）第３条第１項及び同法施行令（平成１９年政令３９７号）第２３条第１

項の規定に基づき、廃置分合後の市町村に係る健全化判断比率（実質赤字比率、連結実質

赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率）と、公営企業における資金不足比率を公表し

ます。 
 これは、健全化法が地方自治体の財政の早期健全化と財政再生、公営企業の健全化を目

的として、上記指標の議会への報告と公表を義務付けているためです。 
 今回の公表では、印西市、旧印旛村、旧本埜村で個々に報告している数値と、健全化法

の規定に基づき合算した数値を併せて公表します。 
 
１ 健全化判断比率等の状況 
 ４つの指標（実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率）には、

「早期健全化基準」がそれぞれ設けられておりますが、平成２０年度決算分から、１つで

もその基準を超えた場合は、「財政健全化計画」を定め、財政の健全化に向けて早急に取り

組むこととされています。 
 また、自主的な財政の健全化を図ることが困難とされる「財政再生基準」が将来負担比

率を除いた３指標に設けられ、１つでもその基準を超えた場合は、「財政再生計画」を定め、

総務大臣の同意を得た後、財政の再生を図る必要があります。 
 
○新印西市（合算）   （単位：％）

健 全 化 判 断 比 率 早期健全化基準 財政再生基準 

  実質赤字比率 ‐ 12.56 20.00

  連結実質赤字比率 ‐ 17.56 40.00

  実質公債費比率 17.9 25.0 35.0

  将来負担比率 89.2 350.0

      

○旧印西市    （単位：％）

健 全 化 判 断 比 率 早期健全化基準 財政再生基準 

  実質赤字比率 ‐ 12.90 20.00

  連結実質赤字比率 ‐ 17.90 40.00

  実質公債費比率 16.6 25.0 35.0

  将来負担比率 45.4 350.0



○旧印旛村    （単位：％）

健 全 化 判 断 比 率 早期健全化基準 財政再生基準 

  実質赤字比率 ‐ 15.00 20.00

  連結実質赤字比率 ‐ 20.00 40.00

  実質公債費比率 22.4 25.0 35.0

  将来負担比率 229.3 350.0

      

○旧本埜村    （単位：％）

健 全 化 判 断 比 率 早期健全化基準 財政再生基準 

  実質赤字比率 ‐ 15.00 20.00

  連結実質赤字比率 ‐ 20.00 40.00

  実質公債費比率 18.5 25.0 35.0

  将来負担比率 162.3 350.0

 
※ 実質収支が黒字で、実質赤字比率及び連結実質赤字比率は算定されないため、「‐（％）」 

で表示しています。 
 
 以上のとおり、平成２０年度決算における健全化判断比率は、早期健全化基準をいずれ

も下回っているため、健全な状態であると判断されます。 
 
２ 資金不足比率の状況 
 資金不足比率には「経営健全化基準」が設けられ、平成２０年度決算分から基準を超え 
た場合は、公営企業会計ごとに「経営健全化計画」を定め、経営の健全化に向けて早急に 
取り組むこととされています。 
○新印西市（合算）  （単位：％） 

公営企業会計名 資金不足比率 経営健全化基準 

法
適
用 

水道事業会計 ‐ 20.00 

法
非
適
用 

下水道事業特別会計 ‐ 20.00 

   



○旧印西市 （単位：％） 

公営企業会計名 資金不足比率 経営健全化基準 

法
適
用 

水道事業会計 ‐ 20.00 

法
非
適
用 

下水道事業特別会計 ‐ 20.00 

    

○旧印旛村  （単位：％） 

公営企業会計名 資金不足比率 経営健全化基準 

法
適
用 

水道事業会計 ‐ 20.00 

法
非
適
用 

下水道事業特別会計 ‐ 20.00 

    

○旧本埜村  （単位：％） 

公営企業会計名 資金不足比率 経営健全化基準 

法
適
用 

水道事業会計  

法
非
適
用 

下水道事業特別会計 ‐ 20.00 

※ 旧本埜村については、水道事業会計はありません。 
※ 資金不足額がないため、「‐（％）」で表示しています。 
 



 以上のとおり、平成２０年度決算における資金不足比率は、経営健全化基準をいずれも

下回っているため、健全な状態であると判断されます。 
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